
46 子育て支援ハンドブック

　障害のあるお子さんを保育している保護者の
方が、保育できないときにご利用になれます。
　受付時間は、特に記載のないものは、月～金
曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く ) 午前８時 30
分～午後５時

　保護者の方が、用事・休養などで日中お子さんの保育ができないとき、一時的に施設内
でお預かりします。( 一時保護時間 午前９時～午後６時 )

◎療育センターアポロ園
【対象年齢】小学校 6 年生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～金曜日　午前９時～午後６時、土曜日 午前９時～午後４時、
 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　☎３３８９-３７００

◎子ども発達センターたんぽぽ
【対象年齢】概ね 1 歳～高校生まで（対象：重度・重複障害のあるお子さん）
【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～土曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　午前９時～午後６時　☎５３４３-７８８３

◎放課後デイサービスセンターみずいろ
【対象年齢】小学生～高校生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～土曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　午前９時～午後６時　☎３３８８-５７７７

◎療育センターゆめなりあ
【対象年齢】概ね 1 歳～高校生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～金曜日 午前９時～午後６時、土曜日 午前９時～午後４時、
　　　　　 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　☎６３８２-４７８１

日中一時保護
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おひるね 47子育て支援ハンドブック

　中野区にお住いの、発達の課題や障害のあるお子さんやその家族を対象とした支援を行
う施設です。

▶療育相談
　ご相談は、0 歳から、お子さんの障害や発達について、専門の職員がお子さんの様子や
お話を伺いながら助言します。利用については、管轄のすこやか福祉センターへお問い合
わせください。

▶児童発達支援
　発達の課題や障害のあるお子さんの家族に対する支援と、運動・認知・言語・社会性・
基本的生活習慣等お子さんの成長を促すための支援を行います。

【対　　象】 0 歳から就学前までのお子さん
【ク ラ ス】 ①クラス療育
　　　　　　　１歳のお子さん　　　親子で週１日
　　　　　　　２歳のお子さん　　　親子で週１～２日または月２回
　　　　　　　３～５歳のお子さん　子どものみ週１～５日または月２回
　　　　　 ②個別指導（５歳までのお子さん）　　月１～２回
　　　　　 ※①は送迎バスを運行しています。
　　　　　 ※助成制度により、実質無償化になりました。

▶保育所等訪問支援
　発達の課題や障害のあるお子さんの通う保育園や幼稚園等を訪問し、集団生活上のお子
さんの発達の支援をします。

▶日中一時保護 (P.46)

▶おもちゃライブラリー (P.72)

◎各種支援事業

療育センターアポロ園 江古田4-43-25　☎３３８９-３７００問
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障害のあるお子さんへの生活支援・通所支援施設等障害のあるお子さんへの生活支援・通所支援施設等障害のあるお子さんへの生活支援・通所支援施設等

　利用者の推薦により区に登録された介護人が、一時的にお子さんを保護します。
【利用料金】無料
【制 限 等】利用登録、利用内容に要件あり
【受　　付】在宅福祉係 ( 区役所３階 )　☎３２２８-８９５３

緊急一時保護(介護人派遣 )

おひるね46 子育て支援ハンドブック

　障害のあるお子さんを保育している保護者の
方が、保育できないときにご利用になれます。
　受付時間は、特に記載のないものは、月～金
曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く ) 午前８時 30
分～午後５時

　保護者の方が、用事・休養などで日中お子さんの保育ができないとき、一時的に施設内
でお預かりします。( 一時保護時間 午前９時～午後６時 )

◎療育センターアポロ園
【対象年齢】小学校 6 年生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～金曜日　午前９時～午後６時、土曜日 午前９時～午後４時、
 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　☎３３８９-３７００

◎子ども発達センターたんぽぽ
【対象年齢】概ね 1 歳～高校生まで（対象：重度・重複障害のあるお子さん）
【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～土曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　午前９時～午後６時　☎５３４３-７８８３

◎放課後デイサービスセンターみずいろ
【対象年齢】小学生～高校生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～土曜日 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　午前９時～午後６時　☎３３８８-５７７７

◎療育センターゆめなりあ
【対象年齢】概ね 1 歳～高校生まで　【利用料金】無料
【制 限 等】ご利用に際しては規定があります。
【受　　付】月～金曜日 午前９時～午後６時、土曜日 午前９時～午後４時、
　　　　　 ( 祝日、12/29 ～ 1/3 除く )　☎６３８２-４７８１

日中一時保護
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▶居宅訪問型児童発達支援
　重度の障害等により通園が著しく困難なお子さんの居宅を訪問し、お子さんの日常生活
における基本的な動作の支援等を実施する事業です。

48 子育て支援ハンドブック
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　中野区にお住いの、重度・重複障害のあるお子さんやその家族を対象とした、訓練や放
課後等の支援を行う施設です。

▶児童発達支援
　重度・重複障害のあるお子さんやその家族に対する支援と、お子さんの日常生活動作や
運動機能の訓練等を通して、生活能力の向上を図るための支援を行います。

【対　　象】 0 歳から就学前までのお子さん
【ク ラ ス】 ・０～２歳のお子さん　　親子で週１～２日
　　　　　 ・３～５歳のお子さん　  子どものみ週１日～３日
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。　※助成制度により、実質無償化になりました。

▶放課後等デイサービス
　学校終了後の放課後や夏休み等の学校休業日に生活能力の向上のために必要な支援、社
会との交流の促進等を行います。

【対　　象】 小学 1 年生～高校 3 年生
【利用時間】 月曜日～土曜日 放課後～午後６時　学校休業日 午前９時～午後６時
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。
　　　　　 ※児童福祉法による自己負担金があります。

▶日中一時保護 (P.46)

◎各種支援事業

子ども発達センターたんぽぽ 丸山 1-17-2　☎５３４３-７８８３問

　中野区にお住いの知的・発達等の障害があるお子さんを対象とした、放課後や夏休み等
の学校休業日の集団生活を通して支援を行う施設です。

▶放課後等デイサービス
　学校終了後の放課後や夏休み等の学校休業日に主体性や社会性を育めるよう支援を行い
ます。

【対　　象】 小学 1 年生～高校 3 年生
【利用時間】 月曜日～土曜日 放課後～午後６時　学校休業日 午前９時～午後６時
　　　　　 ※通所に際し送迎を行っています。 
　　　　　 ※児童福祉法による自己負担金があります。

▶日中一時保護 (P.46)

◎各種支援事業

放課後デイサービスセンター みずいろ 丸山 1-17-2　☎３３８８-５７７７問

おひるね 49子育て支援ハンドブック

　中野区にお住いの、発達の課題や障害のあるお子さんやそ
の家族を対象とした支援を行う施設です。

▶療育相談
　ご相談は、0 歳から、お子さんの障害や発達について、専
門の職員がお子さんの様子やお話を伺いながら助言します。
利用については、管轄のすこやか福祉センターへお問い合わ
せください。

▶児童発達支援
　発達の課題や障害のあるお子さんの家族に対する支援と、運動・認知・言語・社会性・
基本的生活習慣等お子さんの成長を促すための支援を行います。

【対　　象】 0 歳から就学前までのお子さん
【ク ラ ス】 ①クラス療育
　　　　　　　 ２歳のお子さん　　　　 親子で週１～２日
　　　　　　　 ３歳児以上のお子さん　 子どものみ週１～５日
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。  
　　　　　 ②個別療育（５歳までのお子さん）月２回程度
　　　　　 ※助成制度により、実質無償化になりました。

▶放課後等デイサービス
　学校終了後の放課後や夏休み等の学校休業日に主体性や社会性を育めるよう支援を行い
ます。

【対　　象】 小学 1 年生～高校 3 年生
【利用時間】 月曜日～土曜日　放課後～午後６時　学校休業日 午前９時～午後６時
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。  
　　　　　 ※児童福祉法による自己負担金があります。

▶保育所等訪問支援
　発達の課題や障害のあるお子さんの通う保育園や幼稚園
等を訪問し、集団生活上のお子さんの発達の支援をします。

▶日中一時保護 (P.46)

◎各種支援事業

療育センターゆめなりあ 弥生町5-5-2　☎６３８２-４７８１問
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▶居宅訪問型児童発達支援
　重度の障害等により通園が著しく困難なお子さんの居宅を訪問し、お子さんの日常生活
における基本的な動作の支援等を実施する事業です。

48 子育て支援ハンドブック
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　中野区にお住いの、重度・重複障害のあるお子さんやその家族を対象とした、訓練や放
課後等の支援を行う施設です。

▶児童発達支援
　重度・重複障害のあるお子さんやその家族に対する支援と、お子さんの日常生活動作や
運動機能の訓練等を通して、生活能力の向上を図るための支援を行います。

【対　　象】 0 歳から就学前までのお子さん
【ク ラ ス】 ・０～２歳のお子さん　　親子で週１～２日
　　　　　 ・３～５歳のお子さん　  子どものみ週１日～３日
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。　※助成制度により、実質無償化になりました。

▶放課後等デイサービス
　学校終了後の放課後や夏休み等の学校休業日に生活能力の向上のために必要な支援、社
会との交流の促進等を行います。

【対　　象】 小学 1 年生～高校 3 年生
【利用時間】 月曜日～土曜日 放課後～午後６時　学校休業日 午前９時～午後６時
　　　　　 ※送迎バスを運行しています。
　　　　　 ※児童福祉法による自己負担金があります。

▶日中一時保護 (P.46)

◎各種支援事業

子ども発達センターたんぽぽ 丸山 1-17-2　☎５３４３-７８８３問

　中野区にお住いの知的・発達等の障害があるお子さんを対象とした、放課後や夏休み等
の学校休業日の集団生活を通して支援を行う施設です。

▶放課後等デイサービス
　学校終了後の放課後や夏休み等の学校休業日に主体性や社会性を育めるよう支援を行い
ます。

【対　　象】 小学 1 年生～高校 3 年生
【利用時間】 月曜日～土曜日 放課後～午後６時　学校休業日 午前９時～午後６時
　　　　　 ※通所に際し送迎を行っています。 
　　　　　 ※児童福祉法による自己負担金があります。

▶日中一時保護 (P.46)

◎各種支援事業

放課後デイサービスセンター みずいろ 丸山 1-17-2　☎３３８８-５７７７問
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50 子育て支援ハンドブック
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　児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは小学生から高校生までのお子さんを
対象とした施設です。利用に関する詳細は各施設に直接お問い合わせください。　　　　

障害児通所支援事業所

事業所名児 放 住 所 電話番号
（令和７年７月１日時点）

６３００-５６３０弥生町 2-10-1　霜田ビル 1 階アトリエあいだっく○１

○
○

○
３

○４
○５

○７

○８
○９

○11
○12
○13
○14

○ ○15

○ ○16

○ ○19

○ ○20

○ ○21

○ ○22

○25
○26

○27

○ ○28

○ ○29

○ ○30

○23
○24

○17
○18

○重○重６

○重○重10

５９４２-６６０４中野 4-7-1　野口ビル 7 階ハッピー・テラス中野

５８４８-９００５上鷺宮 4-6-20　イサカビル 2 階space Kid's.con デイサービス
６３００-６０６１本町 2-45-13　山手ビル 7 階パソコンあいだっく

６３８２-７８９４本町 6-35-14　アダチビル 3 階アトリエあいだっく新中野

５３４３-７８８３丸山 1-17-2中野区子ども発達センター たんぽぽ

６９０８-８１８１東中野 1-50-2　オクト森ビル 1 階発達支援センター
ジョイナス東中野教室

３３８８-５７７７丸山 1-17-2中野区放課後デイサービス
センターみずいろ

５８４８-８７２２上鷺宮 5-8-5  ベル・ヴィベール 102 号space Kid's.con　鷺ノ宮
６４５４-１２３０本町 6-36-5 シーアイマンション新中野 102 号おでんくらぶ
５９４２-７３９５上高田 5-35-9-1 階Pur aile　新井薬師
５９８９-１９１５東中野 4-27-33　エムエス東中野ビル 1 階スタジオそら東中野
５９４２-９４５１沼袋 2-28-34 ペンションハウスコスモス 21 １階アプリ児童デイサービス沼袋
６８８５-８４５６中央 5-46-8　福井ビル１階フリップ

５３２８-１８１０本町 6-14-2  和田ビル 1Fハッピーテラスキッズ 中野ルーム
６３８２-４７８１弥生町 5-5-2中野区療育センター ゆめなりあ

５９４２-７６０８江古田 4-7-3　金子ビル 2 階Catch and Smile

６３０４-８５３６弥生町 2-40-11-1 階発達支援ルームにこっと
中野教室

５９３７-４８９１東中野 4-27-26 東中野ビューフラット 2 階アプリ児童デイサービス東中野

５３２７-８６２６野方 6-2-3　駅前北口ビル 2 階ｕｏｏｈ！療育ラボ　
中野野方スタジオ

６７６７-５８９２本町 5-36-10　モンシャトー新中野放課後等デイサービス
ウィズ・ユー新中野

５９４２-９５０５沼袋 4-27-15　クボデラビル 1 階ブロッサムジュニア　
中野沼袋教室

５８４３-５３１８弥生町 3-14-2　弥生町レジデンス 1 階児童発達支援・放課後等デイ
サービスヒトツナ中野新橋教室

６２７３-９４３６弥生町 1-8-11 東京計量器中野坂上ビル 2 階ＴＡＳＵＣ中野坂上教室

５３１８-９８１７新井 1 丁目 23-22　プルメリア 202 号En. 療育ラボ新井薬師スタジオ

６３８３-０８５０野方 5-28-1 エクセルシオール野方 1 201ブロックあいだっく
５３１８-９３２１新井 2-50-6　T-Lotus 1 階ぽけっとキッズ
６３１８-７４０７江古田 2-12-13　サンエスピア 1 階ドレミファソライズＦＣ中野

○ ○31 ５９０６-５５６３江原町 3-35-8　105 号室UPDATE 新江古田スタジオ
○32 ０９０-１２４５-１２１２中野 4-7-1　野口ビル２階こばとっこくらぶ

５３５６-８０２６若宮 3-17-5　都立家政ビル 2 階コペルプラス都立家政教室

おひるね

２
○ ５８４８-９０２０上鷺宮 4-6-20　イサカビル 1 階space Kid's.con デイサービス

○33 ６２５８-２６２６本町 3-33-9　ルシール新中野 103 号室Catch and Smile 新中野
○ ○34 ５３５８-９６００東中野 2-3-8 T.Park'sHIGASHINAKANO 101 号室ブロッサムジュニア 東中野
○ ○35 ５９３７-１５９０中央 3-27-19cocoiro 新中野ルーム
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　問合先の (★) は区役所 3 階子ども総合窓口内にあります。
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障害等のあるお子さんへの手当・助成など障害等のあるお子さんへの手当・助成など障害等のあるお子さんへの手当・助成など

おひるね

事業所名児 放 住 所 電話番号
３３８９-３７００江古田 4-43-25中野区立療育センターアポロ園 36

○

○

○

39
40

○41

５９４２-９４０１新井 5-10-5 アマビーレ新井 5 丁目 1 階アプリ児童デイサービス新井薬師

６３００-４４５５弥生町 2-21-5　サクラビル 2 階クロッカ中野新橋
６２６５-５７８７若宮 3-3-11　家政ハイツ 1A児童発達支援　ぷれらぼ
６３８２-８４７０中央 4-21-18　コリンズビル 14てらぴぁぽけっと中野教室

37
○
○

○
○

○重 ４４００-４５００中野 6-14-5重症児デイ Patto Potto38 ○重

○
○

43
44

５３５６-７４６３
５９４２-６３５０

白鷺 2-6-22　LOYAL GINKI 1 階
江古田 2-22-4 関東ビル 2 階

クロッカ鷺ノ宮
放課後等デイサービス Happy Learning

○42 ６２７６-８３３５弥生町 2-19-8 モンヴィラージュ中野新橋 1 階放課後等デイサービスウィズ・ユー南中野

児：児童発達支援　放：放課後等デイサービス　重：重症心身障害児が対象

重度心身障害者手当

障害児福祉手当

障害者福祉手当・
第２種手当

日常生活用具・
設備改善費の給付

重度の知的障害者で、著しい精神症状がある方または
重度の身体障害がある方、両上肢及び両下肢の機能喪
失で座位困難の方、上記いずれかの状態を有する在宅
の障害者 ( 児 ) に支給します。( 入院・施設入所者は
除く、所得制限あり )

精神または身体に重度の障害があり、日常生活におい
て常時介護を要する 20 歳未満の方で、身体障害者手
帳 1 級及び 2 級の一部、愛の手帳 1 度及び 2 度の一
部または上記に準じる疾病及び精神障害のある方に支
給します。( 施設入所者は除く。所得制限等あり )

在宅の重度障害者 ( 児 ) の日常生活を容易にするため
の日常生活用具の給付及び住宅設備改善費の給付 ( 限
度額を超える金額については、自己負担あり。設備改
善は所得制限あり )。

①身体障害者手帳 3 級の方、②愛の手帳 4 度の方、③
障害者福祉手当・第 1 種手当に該当する障害程度で
ある 20 歳未満の方に支給します。( 施設入所者は除
く、所得制限、併給制限あり )

障害福祉相談窓口
( 区役所３階 )
☎３２２８-８９５６

中部すこやか障害者
相談支援事業所
☎３３６７-７８１０

北部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５９４２-５８００

南部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５３４０-７８８８

鷺宮すこやか障害者
相談支援事業所
☎６２６５-５７７０
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　児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは小学生から高校生までのお子さんを
対象とした施設です。利用に関する詳細は各施設に直接お問い合わせください。　　　　

障害児通所支援事業所

事業所名児 放 住 所 電話番号
（令和７年７月１日時点）

６３００-５６３０弥生町 2-10-1　霜田ビル 1 階アトリエあいだっく○１

○
○

○
３

○４
○５

○７

○８
○９

○11
○12
○13
○14

○ ○15

○ ○16

○ ○19

○ ○20

○ ○21

○ ○22

○25
○26

○27

○ ○28

○ ○29

○ ○30

○23
○24

○17
○18

○重○重６

○重○重10

５９４２-６６０４中野 4-7-1　野口ビル 7 階ハッピー・テラス中野

５８４８-９００５上鷺宮 4-6-20　イサカビル 2 階space Kid's.con デイサービス
６３００-６０６１本町 2-45-13　山手ビル 7 階パソコンあいだっく

６３８２-７８９４本町 6-35-14　アダチビル 3 階アトリエあいだっく新中野

５３４３-７８８３丸山 1-17-2中野区子ども発達センター たんぽぽ

６９０８-８１８１東中野 1-50-2　オクト森ビル 1 階発達支援センター
ジョイナス東中野教室

３３８８-５７７７丸山 1-17-2中野区放課後デイサービス
センターみずいろ

５８４８-８７２２上鷺宮 5-8-5  ベル・ヴィベール 102 号space Kid's.con　鷺ノ宮
６４５４-１２３０本町 6-36-5 シーアイマンション新中野 102 号おでんくらぶ
５９４２-７３９５上高田 5-35-9-1 階Pur aile　新井薬師
５９８９-１９１５東中野 4-27-33　エムエス東中野ビル 1 階スタジオそら東中野
５９４２-９４５１沼袋 2-28-34 ペンションハウスコスモス 21 １階アプリ児童デイサービス沼袋
６８８５-８４５６中央 5-46-8　福井ビル１階フリップ

５３２８-１８１０本町 6-14-2  和田ビル 1Fハッピーテラスキッズ 中野ルーム
６３８２-４７８１弥生町 5-5-2中野区療育センター ゆめなりあ

５９４２-７６０８江古田 4-7-3　金子ビル 2 階Catch and Smile

６３０４-８５３６弥生町 2-40-11-1 階発達支援ルームにこっと
中野教室

５９３７-４８９１東中野 4-27-26 東中野ビューフラット 2 階アプリ児童デイサービス東中野

５３２７-８６２６野方 6-2-3　駅前北口ビル 2 階ｕｏｏｈ！療育ラボ　
中野野方スタジオ

６７６７-５８９２本町 5-36-10　モンシャトー新中野放課後等デイサービス
ウィズ・ユー新中野

５９４２-９５０５沼袋 4-27-15　クボデラビル 1 階ブロッサムジュニア　
中野沼袋教室

５８４３-５３１８弥生町 3-14-2　弥生町レジデンス 1 階児童発達支援・放課後等デイ
サービスヒトツナ中野新橋教室

６２７３-９４３６弥生町 1-8-11 東京計量器中野坂上ビル 2 階ＴＡＳＵＣ中野坂上教室

５３１８-９８１７新井 1 丁目 23-22　プルメリア 202 号En. 療育ラボ新井薬師スタジオ

６３８３-０８５０野方 5-28-1 エクセルシオール野方 1 201ブロックあいだっく
５３１８-９３２１新井 2-50-6　T-Lotus 1 階ぽけっとキッズ
６３１８-７４０７江古田 2-12-13　サンエスピア 1 階ドレミファソライズＦＣ中野

○ ○31 ５９０６-５５６３江原町 3-35-8　105 号室UPDATE 新江古田スタジオ
○32 ０９０-１２４５-１２１２中野 4-7-1　野口ビル２階こばとっこくらぶ

５３５６-８０２６若宮 3-17-5　都立家政ビル 2 階コペルプラス都立家政教室

おひるね

２
○ ５８４８-９０２０上鷺宮 4-6-20　イサカビル 1 階space Kid's.con デイサービス

○33 ６２５８-２６２６本町 3-33-9　ルシール新中野 103 号室Catch and Smile 新中野
○ ○34 ５３５８-９６００東中野 2-3-8 T.Park'sHIGASHINAKANO 101 号室ブロッサムジュニア 東中野
○ ○35 ５９３７-１５９０中央 3-27-19cocoiro 新中野ルーム
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障害福祉サービス

障害児通所サービス

対象・内容 申込み・問合先等

【対象】
発達に障害があるか、遅れのある児童
※ 身体障害者手帳や愛の手帳などの取得が必要な場
合があります。

【サービス内容】
1．居宅介護 ( ホームヘルプサービス )
　 居宅における介護、家事等生活全般にわたる支援
　 をします。
2．短期入所 ( ショートステイ )
　 保護者の疾病その他の理由により障害児入所施設
　 等に短期間入所を支援します。
※ 保護者の所得により自己負担があります。

【サービス内容】
1．児童発達支援
　 乳幼児に対し、日常生活における基本的な動作指
　 導、集団生活への適応など必要な支援を行います。
2．医療型児童発達支援
　 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能
　 の付与等の支援及び治療を行います。
3．放課後等デイサービス
　 就学児に対し、放課後等に生活能力の向上に必要
　 な訓練、社会との交流の促進などの支援を行いま
　 す。
4．居宅訪問型児童発達支援
　 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的
　 な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行いま
　 す。
5．保育所等訪問支援
　 発達の課題や障害のあるお子さんの通う保育園や
　 幼稚園等を訪問し、集団生活上のお子さんの発達
　 の支援をします。

中部すこやか障害者
相談支援事業所
☎３３６７-７８１０

北部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５９４２-５８００

南部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５３４０-７８８８

鷺宮すこやか障害者
相談支援事業所
☎６２６５-５７７０

月～土曜日
午前９時～午後５時

指定養育医療機関において、医師が入院養育を必要と
認めた新生児の医療費 ( 健康保険適用時の自己負担
分 ) を助成しています ( 所得に応じて自己負担が生じ
ます )。
対象になるのは、次のとおりです。
(1) 出生時の体重が 2,000 グラム以下の場合
(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状が
ある場合 ( ア運動異常　イ体温が摂氏 34 度以下　ウ
呼吸器・循環器系の症状　エ消化器系の症状　オ黄疸 )

【申請窓口】
各すこやか福祉センター (P.8)
子ども総合窓口（★）

【問合先】
子ども医療助成係 (★)
☎３２２８-３２５３

養育医療費給付

自立支援医療
（育成医療）給付

肢体不自由、視覚・聴覚言語障害や内臓障害 ( 心臓・
腎臓・小腸・肝臓・その他の内臓障害 )、免疫機能障
害のある 18 歳未満のお子さんの、指定の医療機関等
でかかった医療費に対し、給付しています。なお所得
に応じ、一部負担金が生じます。また区民税額(所得割)
が 23 万 5 千円以上の場合は給付対象外になります。
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小児慢性特定疾病
の医療費助成

療育給付

中等度難聴児
発達支援事業

小児精神障害者
入院医療費助成

【申請窓口】
各すこやか福祉センター (P.8)
子ども総合窓口（★）

【問合先】
子ども医療助成係 (★)
☎３２２８-３２５３

【申請窓口】
子ども総合窓口（★）

【問合先】
子ども医療助成係 (★)
☎３２２８-５６２３

【申請窓口】
各すこやか福祉センター (P.8)
子ども総合窓口（★）

【問合先】
子ども医療助成係 (★)
☎３２２８-５６２３

対象・内容

保険診療にかかる自己負担分の医療費を一部助成しま
す。18 歳未満で、対象疾患にかかっており、かつ別
に定める認定基準に該当する児童。
※ 別に、日常生活用具の給付が受けられる場合があ
ります。
※ 小児慢性特定疾病の一部疾病で医療費助成が認定
となった方を対象に、難病患者福祉手当の支給対象と
なる場合があります。障害者福祉事業担当
(☎３２２８-８９５３) へお問い合わせください。

結核にかかっている 18 歳未満のお子さんが、入院治
療を要すると医師が認めた場合で、指定医療機関に入
院した際に医療費や療養生活に必要な日用品を給付し
ています。

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に
対し、言語獲得の促進、よりよいコミュニケーション
の確保を目的として、補聴器の購入に要する費用の一
部を助成します。助成対象者は、次のとおりです。
①区内在住の 18 歳未満の児童
②身体障害者手帳の対象でないこと
③ 両耳の聴力レベルがおおむね 30 デシベル以上で、
補聴器により言語習得に一定の効果が期待できると医
師が判断していること。

精神疾患で入院が必要な 18 歳未満の方に、入院費の
うち保険診療の自己負担分を助成します。( 食事療養
標準負担額を除く )

申込み・問合先等
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障害福祉サービス

障害児通所サービス

対象・内容 申込み・問合先等

【対象】
発達に障害があるか、遅れのある児童
※ 身体障害者手帳や愛の手帳などの取得が必要な場
合があります。

【サービス内容】
1．居宅介護 ( ホームヘルプサービス )
　 居宅における介護、家事等生活全般にわたる支援
　 をします。
2．短期入所 ( ショートステイ )
　 保護者の疾病その他の理由により障害児入所施設
　 等に短期間入所を支援します。
※ 保護者の所得により自己負担があります。

【サービス内容】
1．児童発達支援
　 乳幼児に対し、日常生活における基本的な動作指
　 導、集団生活への適応など必要な支援を行います。
2．医療型児童発達支援
　 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能
　 の付与等の支援及び治療を行います。
3．放課後等デイサービス
　 就学児に対し、放課後等に生活能力の向上に必要
　 な訓練、社会との交流の促進などの支援を行いま
　 す。
4．居宅訪問型児童発達支援
　 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的
　 な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行いま
　 す。
5．保育所等訪問支援
　 発達の課題や障害のあるお子さんの通う保育園や
　 幼稚園等を訪問し、集団生活上のお子さんの発達
　 の支援をします。

中部すこやか障害者
相談支援事業所
☎３３６７-７８１０

北部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５９４２-５８００

南部すこやか障害者
相談支援事業所
☎５３４０-７８８８

鷺宮すこやか障害者
相談支援事業所
☎６２６５-５７７０

月～土曜日
午前９時～午後５時

指定養育医療機関において、医師が入院養育を必要と
認めた新生児の医療費 ( 健康保険適用時の自己負担
分 ) を助成しています ( 所得に応じて自己負担が生じ
ます )。
対象になるのは、次のとおりです。
(1) 出生時の体重が 2,000 グラム以下の場合
(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状が
ある場合 ( ア運動異常　イ体温が摂氏 34 度以下　ウ
呼吸器・循環器系の症状　エ消化器系の症状　オ黄疸 )

【申請窓口】
各すこやか福祉センター (P.8)
子ども総合窓口（★）

【問合先】
子ども医療助成係 (★)
☎３２２８-３２５３

養育医療費給付

自立支援医療
（育成医療）給付

肢体不自由、視覚・聴覚言語障害や内臓障害 ( 心臓・
腎臓・小腸・肝臓・その他の内臓障害 )、免疫機能障
害のある 18 歳未満のお子さんの、指定の医療機関等
でかかった医療費に対し、給付しています。なお所得
に応じ、一部負担金が生じます。また区民税額(所得割)
が 23 万 5 千円以上の場合は給付対象外になります。

おひるね


